




 

議案第134号 

 

特別区設置協定書の承認について 

 

大都市制度（特別区設置）協議会から送付を受けた特別区設置協定書について、別

紙の総務大臣の意見を添えて、議会の承認を求める。 

令和２年８月18日提出 

大阪市長  松 井 一 郎  

 

説 明 

 大都市制度（特別区設置）協議会が作成した特別区設置協定書について、大都市地

域における特別区の設置に関する法律第５条第６項の規定により送付を受けたので、

同法第６条第１項の規定により、別紙のとおり同法第５条第５項の意見を添えて、こ

の案を提出する次第である。 

  










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































